


    悩み

     今後、患者が寝たきりになった際には往診を受けたいがどうしたらよいか。 


    助言

    
              【在宅療養の体制の整え方】




  
  患者さんの状況によって異なりますが、患者さんが自宅で安心して安全に療養していくためには、往診のことだけではなく、医療上の問題や療養上の問題を整理し、在宅医療サービスや介護サービスを利用して必要なサポートを受けられるような体制作りが大切です。たとえば、在宅医療サービスのなかには、往診、訪問診療、訪問看護、訪問歯科診療、訪問リハビリなどがあります。
これらに関しての詳しい事柄は、通院先の医療機関で担当医や看護師に相談したり、相談窓口で相談したりしてみましょう。
通院や入院の治療を受けている病院が自宅から遠い場合、患者さんの状況により頻繁な通院は難しい場合、夜間に病状が変わりやすい場合などは、早めにかかりつけ医を確保しておいた方が安心です。かかりつけ医を探すには、病院から紹介を受ける場合、自宅近くの往診医を探す場合などがあります。もし、これまで患者さんやご家族のかかりつけだった診療所があれば、そこで往診が可能かどうか打診してみてもよいでしょう。
往診医と訪問診療は異なります。
◎往診
患者さんの求めに応じて実施されます。
◎訪問診療
計画的な医学管理のもとに予定された日に、定期的に実施されます。
費用は、医療保険で費用請求されます。交通費は実費負担になります。


  




              【在宅療養支援診療所について】




  
  在宅療養支援診療所は、24時間体制で、患者さんやご家族からの連絡を受け、往診や訪問看護を提供できる仕組みを整えている診療所です。在宅療養支援診療所は、介護サービスを調整するケアマネジャー（介護支援専門員）との連携や、容体急変時に入院できる病院とも連携しています。
在宅療養支援診療所は、平成18年度から届け出が始まった比較的新しい制度ですが、平成24年4月現在、全国で11,000箇所以上が登録されています。
お住まいの近くの在宅療養支援診療所は、病院の相談窓口への問い合わせの他、インターネットで直接検索することもできます。
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